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●耐震改修事業の対象となる住宅
昭和56年5月31日以前に着工のもの

※昭和56年（1981）に制定された「新耐震基準」以前に建て
　られた住宅の多くは、構造や工法の違いにかかわらず、耐
　震性が不十分といわれています。

診断士が設計図や目視等によって壁の強さ、バラ
ンス、接合部の状況、劣化状況等を調査・検査し
耐震性について確認するものです。

耐震診断（無料で実施できます）

補助内容：対象工事費の1／2　限度額100万円
耐震補強工事（補助あり）

　 財務課 資産税係　☎62-9124　 財務課 資産税係　☎62-9124

固定資産税に係る縦覧・閲覧の制度について固定資産税に係る縦覧・閲覧の制度について

　この制度は、納税義務者の方が、自己の所有する土地・家屋の評価額と、町内の他の土地・家屋の評価額を
比較できる制度です。
【期　間】 ４月１日～５月１日（土・日・祝日を除く）
【時　間】 午前８時30分～午後５時15分
【場　所】 役場  財務課  資産税係（１階４番窓口）
【内　容】 土地価格等縦覧帳簿（所在地・地番・地目・地積・評価額）
　　　　　 家屋価格等縦覧帳簿（所在地・家屋番号・種類・構造・床面積・建築年・評価額）
【対象者】 納税義務者および同居の親族・納税管理人・前記の代理人
【持ち物】 免許証など本人確認ができるもの・印鑑・委任状（代理人の方）　【手数料】 無料
【その他】 縦覧帳簿のコピー等はできません。また、非課税や免税点未満などで課税とならない方や納税義務
　　　　　 のない方、１月２日以降に所有者となった方は縦覧できません。

●土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

　納税義務者の方が、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認することができます。
【期　間】 4月1日～翌年3月31日（土・日・祝日を除く）
【時　間】 午前８時30分～午後５時15分
【場　所】 役場  財務課  資産税係（１階４番窓口）
【対象者】 納税義務者および同居の親族・借地人または借家人・前記の代理人・固定資産の処分の権利を
　　　　　 有する方
【持ち物】 免許証など本人確認ができるもの・印鑑・借地、借家に係る賃貸借契約書など（借地人または借家
　　　　　 人の方）・委任状（代理人の方）
【手数料】 縦覧期間中（４月１日～５月１日）は無料ですが、それ以外の期間は手数料がかかります。
【その他】 借地人または借家人等関係人の閲覧は、該当する物件のみの閲覧となります。

●固定資産課税台帳の閲覧
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